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表紙写真説明
「大門坂」

　世界遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である「熊野古道」の中でも、

当時の面影を最も残している「大門坂」です。

　苔むした約 640ｍの石畳と樹齢 800 年を越す老杉等に囲まれ、聖地那智山へと続いており、

往古の熊野詣でが偲ばれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （和歌山県）

平成24年度　全国統一防火標語
「消すまでは　出ない行かない　離れない」

7 月11日（水）～ 7月13日（金） 第23回全国消防操法大会第 1回審査員研修会
7月26日（木）～ 7月27日（金） 消防育英会奨学生懇談会（対象：近畿、中国、四国、
 九州地区）

7月の日本消防協会関係行事

編　集　後　記
　梅雨入りの季節がやってまいりました。関東地方は平年より1日遅れで統計開始以来2番目に早かった昨年
に比べると、13日遅い梅雨入りです。
　湿気が多い我が家は、除湿機がフル稼働しています。地元では建物の違いもありますが部屋が乾燥しすぎて
加湿器を使っていたので、湿度の大きな変化に驚いています。
　東京スカイツリーレポートです。20：00入場のチケットで夜のスカイツリーなのですが、天候が夕方から
雨がパラつき空模様があやしくなってきました。予約時間になってエレベーターに乗ると“アッと”言う間に
350メートルの世界へ静かで全然揺れないエレベーターで快適でした。そして、扉が開き東京の夜景が広がっ
た瞬間周りから歓声があがりました。おかげさまで雨の心配もなく、遠方までまるで宝石箱のような光景で
す。450メートルの展望回廊へも行き帰ってきました。とても素敵な景色なので、皆さまにも東京へお越しの
際は、是非立ち寄って未知の空間を味わっていただきたいと思います。
　これからだんだんと暑さが増してきます。皆様方も体調管理に注意して夏を乗り切っていきましょう。

（K・S）
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寄稿のお願い
　皆さまの消防団活動への取り組み、ご意見な
どをもとに、より充実した有意義なものにして
いきたいと考えておりますので、多数のご寄稿
をお待ちしています。
　Ｅメールでも受付しています。

soumu@nissho.or.jp
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第11代日本消防協会会長に秋本敏文氏が就任
財団法人　日本消防協会 　

代議員会でのあいさつ（ 5月22日）



平成24年春の叙勲伝達式（消防関係）
平成24年 6 月 1 日（金）　　於　ニッショーホール

平成24年春の褒章伝達式（消防関係）
平成24年 6 月 6 日（水）　　於　スクワール麹町
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会長就任ごあいさつ
（財）日本消防協会
会長　秋本　敏文

　このたび、日本消防協会代議員会のご推薦により、第11代会長に就任いたしました。こ
れまで理事長でしたが、会長として一段と重い責任を痛感いたしております。よろしくお
願いいたします。
　当面する課題は山積です。東日本大震災を経て、今また各地で大規模な地震・津波の発
生の切迫性が指摘されております。勿論、火災、水害なども考えておかなければなりません。
その中で、これからの我が国の消防防災体制をどうしていくかが基本的な大きな課題です。
そのため、 2月23日の役員会で「東日本大震災後の我が国消防のあり方」について、日本
消防協会としての意見を決定し、関係方面に申し上げました。その骨子は、緊急消防援助
隊などの常備消防も勿論重要ですが、今回の経験、これからの災害を考えますと消防団を
中心とする地域総合防災力の充実が必要というものです。その中で消防団の存在はもっと
もっと重要な大きなものになります。
　一方、「消防団の闘い」（日本消防協会が編集した東日本大震災時の消防団の活動記録）
に明らかなように、安全確保を含む消防団の基本的な装備は不十分であり、その充実は急
を要する大きな課題です。二度とあのような多数の殉職者が生じないようにするためにも、
緊急に整備を進めなければなりません。そこで、 5月22日の役員会で「平成25年度の消防
団関係予算」について、国への要望を決議し、即日、川端総務大臣等への要望を行いました。
　こうして、消防団の活動環境を改善することは、団員の確保にもつながると思います。
　そのような中で、平成25年は、消防団120年・自治体消防制度65周年の記念イベントを行
います。昨年から消防団長さん方を含めてご相談していますが、いよいよ本番です。消防
団が日本の消防を担ってきたという歴史を振り返りながら、これからの消防団など消防防
災体制の充実の必要性を一般国民の皆さんにも訴える機会にしたいと思います。
　その他、福祉共済事業等の継続認可、新公益法人制度への対応など多くの課題があります。
　これらに私は全力を尽くします。そこで大事なのは、全国の消防団の皆さんなど消防関
係の方々のご理解・ご支援だと思います。できる限り連携を保つように気を付け、全国の
消防団の皆さんなどとご一緒に前進することができますよう努力します。よろしくお願い
いたします。
　全国の消防関係の皆様が安全に、お元気に活躍されますよう、そしてまた、全国各地が
平穏無事でありますようお祈りして、就任のごあいさつといたします。
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巻 頭 言
「大規模災害時における消防団活動のあり方
　等に関する検討会中間報告書」について
「大規模災害時における消防団活動のあり方
　等に関する検討会中間報告書」について

財団法人　佐賀県消防協会　会長　野中　勉

　東日本大震災が発生して 1年間が経過し
ました。
　この未曾有の大災害を契機に、佐賀県で
も地域防災計画の修正、災害時用物資の保
有・流通備蓄の推進等について、県市町応
援協定の実施細目の策定等着々と対策が講
じられております。一方、平成24年 3 月 9
日に消防庁から「東日本大震災を踏まえた
大規模災害時における消防団活動のあり方
等に関する検討会」中間報告書の公表があ
りました。その中で地震、津波を想定した
災害時の消防団活動の明確化等が述べられ
ています。
　地震、津波災害の文言を一般の災害に読
み替えれば、全国津々浦々まで、あらゆる
災害に適応出きる提言であり、最終報告が
待たれます。
　この中間報告を踏まえて、各消防団はこ
の内容を理解し、そして、団員さん方に徹
底していただくことが必要となります。地
形、環境等により発生する災害も市町で微
妙に異なり重点的に取り組む災害対応にも
差があると思います。過去の災害事例に学
び、この中間報告を土台にして、わが町の
今後の消防団活動について系統だった災害
対策、指揮要領等を考える時期が来たのだ
と思われます。

　団員の個人装備に例示されたライフジャ
ケット等の着用は大津波などの大災害だけ
でなく、河川の氾濫時に実施する水防工法
や、台風の接近に伴う高潮警戒で海岸、河
口付近を巡回する時も必要です。
　それに、情報伝達の手段はあらゆる災害
時にも必要ですが十分とはいえません。
　火災ぼうぎょ対策でも、火煙対策などは
常備消防の足元にも及びません。
　そのような中で黙々と消防団はやってき
ましたが、これからの消防団活動を考える
とき個人装備の充実は避けて通れない問題
です。
　次に、提言にありました教育訓練の問題
です。現在、団員の教育は基本的なものは
県消防学校で実施されています。
　それぞれの階級に応じた必要最少限度の
教育訓練が実施されています。しかし、入
校者は残念ながら多いとはいえません。こ
のことは県に対しても申し訳なく、私も積
極的に各消防団幹部の方々には働きかけを
致しております。しかし、団員もサラリー
マン化や、農業、漁業の多角経営等により、
年間を通じて多忙になり、消防学校での宿
泊研修入校は困難になっております。佐賀県
では土日の入校研修も実施して戴いておりま
すが、なかなか思うようには集まりません。



3

　提言された災害時の退避ルール等につい
て、今後、どのように徹底していくのかが
課題です。
　やはり地元分団や部単位での地道で息の
長い研修で対応せざるを得ないと思ってお
ります。その研修を充実するためには助言
できる自前の指導者を養成する必要があり
ます。県消防学校で効率的な日程でこの提
言に沿った指導者養成課程を設けていただ
ければ幸いです。
　また、日本消防協会で開講される各研修
もこの中間報告に沿った内容の研修も実施
されると思いますが、消防団自前の指導者
を養成するためにも幹部候補研修等で取り
上げていただき、より一層の充実強化をお
願いします。
　今回の中間報告とは直接、関係していま
せんが、本年度、遅ればせながら消防団員
等公務災害補償等共済基金の消防団危険予
知訓練（S-KYT）を実施したいと考えて
います。教育内容を記載した資料によれば
基本的な内容は火災出動や準備段階での危
険予知等が中心になっているようです。こ
の基本的な教育のほかに、災害の種類別や
ポンプ操法等に特化した教育を考えていた
だければ非常に有難いと考えます。
　災害の種類、例えば台風災害、大雨洪水
災害（特に局地的な大雨災害）土砂災害等、
出動時の団員の危険予知の向上には、専門
家の助言が欠かせないものです。
　ポンプ操法訓練中の怪我等の増加も頭の
痛い問題です。準備体操等も十分実施し、
万全を期してやっているはずですが、故障
者が出ます。根本的な危機管理を徹底しな
ければなりません。この様なことから、教
育内容のより一層の充実強化をお願いでき

れば幸いです。
　この中間報告の 6番目に「住民の防災意
識の向上」の中で、消防団員の活動時の安
全を確保する観点からも、また、住民の命
を守るためにも、住民の防災意識、率先避
難の意識の向上を図っていくことが重要と
あります。
　数年前の話ですが、県西南部に位置し、
長い海岸線を有する町で台風が接近し、高
潮の被害も予想される地域で、ある住民に
避難を呼びかけたところ、なかなか応じて
もらえず地元分団も困り果てていました
が、台風が最も強い時に住民から避難させ
て欲しいと要請があり、分団の車両が出動、
避難は完了しましたが、風速が最も強い時
であったため、分団の車両が破損し、かな
りの修理代がかかったとのことでした。
　東日本大震災後「絆」という言葉が多く
使われています。テレビ等で見聞きしたこ
とですが「絆」とは地震、津波等の大災害
が発生したとき、健常者は自分自身の力で、
確実に避難する自助が求められる、このこ
とが家族間における本当の絆であるとあり
ました。大災害だけでなく基本的にはどん
な災害時でも言える事です。このようなこ
とが住民に徹底できれば消防団をはじめ災
害時に出動する各機関は重点的かつ効果的
な災害防除活動が実施できます。東日本大
震災を貴重な教訓として生かしていかなけ
ればと思います。
　終わりに、佐賀県消防団員を代表致しま
して、東日本大震災で亡くなられた多くの
住民、そして職務遂行中に犠牲になられた
防災機関の皆様の御冥福をお祈りいたしま
すとともに御遺族の方々に謹んで哀悼の意
を表します。
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財団法人　日本消防協会

財団法人日本消防協会役員会議の
開催について

　平成24年 5 月22日（火）、日本消防会館において財団法人日本消防協会の理事会及び代議
員会が開催されました。
　この会議において、平成24年 5 月29日をもって任期満了となる日本消防協会の次期会長
については、代議員会の推薦により秋本敏文理事長が第11代日本消防協会会長に就任され
ることが決定しました。
　また、副会長には8ブロックから推薦のあった 8 名の方々が就任されることとなりました。

財団法人日本消防協会役員会議
　理事会・代議員会（議長　木村副会長）
　平成23年度事業報告及び決算認定、会長及び副会長の推薦、公益法人制度改革に伴う新
法人における組織体制及び最初の評議員の選定、平成25年度の消防団関係予算に関する要
望決議、その他各議案の説明が行われ、原案のとおり承認、決定及び認定されました。

代議員会　高木会長挨拶（秋本理事長代読）
　本日は出席することができず、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
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　任期満了により、このたび会長を退任させていただきたいと考えておりますが、平成22
年 5 月、会長の重責をお引き受けしてから 2 年間、皆様方には、多大のご協力を賜り、誠
にありがとうございました。
　特に昨年は、戦後最大の災害となった東日本大震災があり、当協会は、被災地の消防団
の支援、国等への意見の提出、天皇皇后両陛下のご臨席の下での慰霊祭等、各般にわたる
事業を行いました。
　また、福祉共済事業については、極めて辛い決定も余儀なくされました。
　こうした中で、役員の皆様方には、暖かいご支援、ご協力をいただき、お陰様で何とか
任務を果たすことができたのではないかと存じております。心から感謝申し上げます。
　首都直下地震など大きな災害の発生が懸念される中で、消防団員の減少傾向が続くなど、
我が国消防は多くの課題に直面しておりますが、日本消防協会が、役職員の皆様のご尽力
によって益々の発展を遂げられ、消防団活動の一層の充実、国民の安全確保などにご貢献
いただくこととなりますよう切に願っております。
　皆様の益々のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。
　誠にありがとうございました。

代議員会　久保消防庁長官挨拶
　ただいまご紹介いただきました消防庁長官の久保でございます。本日は日本消防協会の
代議員会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。
　私どもの仲間である消防職団員の約数十名におよぶ多数の犠牲者が出ました東日本大震
災から、早や 1 年以上経過いたしました。福島第一原発の事故による警戒区域というのが
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未だ設定をされておりまして、私明日、地元の双葉広域消防組合消防本部を訪れて、激励
をしてこようと思っております。
　東日本大震災を踏まえた消防防災体制のあり方ということにつきまして消防審議会で昨
年の夏から精力的にご審議を頂いて、この 1 月30日に一定の答申を頂きました。また、そ
れと並行して秋からは消防本部、そして消防団それぞれにつきまして安全対策等の活動の
あり方という検討の場をそれぞれ設けて議論して頂いておりまして、この春にはそれぞれ
の場で安全対策をどうやってやっていくのか、ということを中心に報告を頂きました。また、
消防団関係につきましてはさらに引き続いて、この夏頃を目途に消防団活動の活性化につ
いても議論をしていただこうと思っております。
　いずれにいたしましても、大規模災害、今後もこれは起きることが確実でございますが、
そういう中でやはり地域コミュニティー、これが防災意識の向上でございますとか、防災
教育を行うということが極めて重要でございまして、その中で消防団の果たす役割が極め
て大きいものと考えておりますので、引き続き皆様方のご理解、ご協力を賜りまして私の
ご挨拶とさせて頂きます。本日は誠にありがとうございます。

○ 提出議案等

　　第 1 号議案　 　平成23年度事業報告について
　　第 2 号議案　 　平成23年度決算認定について
　　第 3 号議案　 　代議員会で推薦する役員（会長・副会長）について
　　第 4 号議案　 　役員等の推薦について（理事会のみ）
　　第 5 号議案　 　公益法人制度改革に伴う新法人における組織体制及び最初の評議員選

定について
　　第 6 号議案　 　日本消防協会消防団員確保対策等委員会の設置について（理事会のみ）
　　第 7 号議案　 　日本消防協会地震等防災対策委員会委員、日本消防協会福祉共済事業

等運営委員会委員及び日本消防協会消防団員確保対策等委員会委員の委
嘱について（理事会のみ）

　　第 8 号議案　 　「平成25年度の消防団関係予算に関する要望」について
　　第 9 号議案　 　平成24年度JKA補助事業の補助金交付申請書の提出について（理事会

のみ）

　新たに推薦された正副会長は、以下の方々です。
　（任期　平成24年 5 月30日〜平成26年 5 月29日）

会　長
秋　本　敏　文
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副会長
氏　 名 地 区 名 都道府県別

渡　邉　茂　治 東 北 地 区 山 形 県
石　田　詔　夫 東 京 都 東 京 都
羽　藤　公　夫 関 東 地 区 長 野 県
今　関　正　興 中 部 地 区 静 岡 県
秋　田　治　夫 近 畿 地 区 大 阪 府
松　浦　嘉　昭 中 国 地 区 島 根 県
菰　渕　將　鷹 四 国 地 区 香 川 県
豊　永　義　夫 九 州 地 区 鹿 児 島 県

生活協同組合全日本消防人共済会の役員会議の開催について

　財団法人日本消防協会の役員会議に引き続いて、全日本消防人共済会の理事会、総代会
が開催されました。

全日本消防人共済会理事会、総代会
　平成23年度事業報告及び決算認定、平成23年度剰余金処分案等の各議案の説明が行われ、
原案のとおり承認、決定及び認定されました。

○提出議案（理事会及び総代会）
　　第 1 号議案　平成23年度事業報告及び決算認定について
　　第 2 号議案　平成23年度剰余金処分案について
　　第 3 号議案　役員の改選について
　　第 4 号議案　全日本消防人共済会役職員給与規程の一部改正について

全日本消防人共済会理事会
　先の総代会において承認された新たな理事により理事会が開催され、全日本消防人共済
会の会長等の互選等が行われ、秋本敏文理事が次期会長に選出されました。
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－消防団を知ってもらう－
「消防団の店」現地ルポ（1）愛知県瀬戸市

在日米海軍司令部地域統合消防隊　予防課長
長谷川　祐子

　愛知県瀬戸市にあるユニークな制度を取
材に行きました。瀬戸市消防団応援事業所
（ガンバレ消防団応援事業所）という制度
です。ここではなんと消防団員証を提示す
ると地元のサポート事業所261事業所で商
品の割引やサービスを受けられるのです。
3・11の震災前、平成22年10月から実施し
ているとのことで　既に 1年 6ヶ月が経っ
ております。この事業の後を追う形で南ア
ルプス市や関市なども同じような制度を取
り入れています
　現地を訪れ　消防本部（遠山消防長）に
てこの事業を取りまとめた森山消防課長よ
り説明を受けました。驚きました　非常に
考えられた事業制度でした　目的は『市民
に消防団のことを知ってもらう』ことです。
　災害時に消防署以外に消防団という存在
の必要性を認識している人達が市民のなか
にどれくらいいるのでしょうか？　思った
より知らない方たちが多いのです。この制
度は、
　・�消防団員が市を回って商店に参加を呼
びかける。（顔を市民に見せる）

　・�商店主がこの制度を知って自ら参加を

申し出る。（消防団が利用するように
なり　おたがいに知り合いになる）

　・�公的機関が消防団のポスターを目立つ
所に貼ってくれる。

　その結果市民に消防団のことを知っても
らえて、関心を持ってもらえる。
　その副産物として消防団員は市民や商店
主の関心を感じる事ができる。ボランティ
アの精神を誇りに思うことができる。商品
の割引を受ける事ができる。
　商店側も社会貢献を広報できる。売り上
げが伸びる。消防団に覚えてもらえること
で防災訓練の時など消防団サイドよりのサ
ポートをもらえる。という訳です。
　地域の防災力の向上、その中に地域の活
性化を入れ込み商店主や事業所そして公的
事業所と消費者でもあり地域の防災の担い
手でもある団員を結びつける。顔と顔が見
える関係になり、いざ災害の時の強力な地
域力になることを目指す大変ユニークで高
水準レベルの事業です。

　実際にお店に伺いました。

　日本消防協会では、消防団員の福祉厚生や団員確保を目的として、団員が買い物等
をすれば割引を受けることができるようにする事業（消防団の店）の例が、最近各地
で見られるようになり、興味を集めていますので、現地の様子を取材していただきま
した。
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東名ボ−ル

アオキーズ　ピザ

アオキーズ　ピザ：フランチャイズのピザ
屋さんですが　消防団詰所に近い立地条件
と10％割り引きというサービスで、団関係
の注文が増えてきているそうで制度に参加
して満足しているとのことです。この店長
さんの素晴らしいところは自分からこの制
度のことを調べ納得して参加したところで
す。自分は毎日の仕事に追われとても団員
として参加はできないが代わりに応援事業
に参加をすることで消防団に応援のエール
を送りたい。と話してくれました。また宅
配のスクーターには表示証がしっかりと
貼ってあり事業を広報してくれております。
東名ボール：地域で唯一のボウリング場で
　40レーンほどの規模です。訪れたのは平
日でしたが賑わっており、中村店長が応対
してくれました。近年集客に色々工夫をし
ていて来客が増えているそうです。その中

の一つとしてサポート事業にも参加をした
そうです。年 2回避難訓練も実施しており、
今回は消防署の勧めで加入していただいた
ようです。 1ゲーム50円引きでサービスを
しています。サービスカウンターと入口に
応援事業所の表示証が貼ってあります。た
だし、消防団員の利用度は月に数回で今の
ところ期待通りではないようです。土日に
ご家族で来店いただきたいし、消防団ボウリ
ング大会なども開いて欲しいとのことでした。
駅ステーション：お昼を食べに寄ったのは
1階の中華屋さんです。台湾の人達だけで
運営しているため　少し意思疎通が難しい
ようですが“消防団知ってる？ ”と質問しま
すと“OO消防団ね”と即答でした。後ほど
こちらを開拓した田中副団長にお聞きまし
たが、よく団で利用しているようです。料
理サービスが受けられますし、美味しいレ
ストランでした。
　また、こちらのビルは瀬戸市の運営であ
ることから、ビルの 2， 3階には市民が毎
日集まる場所になっています。その中に沢
山の消防団のポスターを見ることができま
した。消防署が署にあるありったけのポス
ターを貼ってくれていました。あらゆる
チャンスを捉えての広報に脱帽でした。

消防団員との話し合い：お昼からの一番の
楽しみの消防団員との集いです。忙しいな
か 5名の女性消防団員と谷崎団長と田中副
団長が迎えてくれました。女性消防団にこ
の事業の事を知っているか又利用している
かを聞きましたところ　皆さん口を揃えて
“ローソンの10％割引は日頃より利用して
いる”と話してくれました。でも自分たち
で新しい店を開拓していくなどといったこ
とは実施していませんでした。やはりこの
分野は男性消防団に頼っているようです。
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瀬戸市消防団長と女性団員の皆さん

谷崎団長と田中副団長はもちろん実績があ
りました。女性消防団にも参加していただ
けると自分達の活動を市民に知っていただ
くことになるので是非参加していただきた
い思いました。（がんばってください）

最後に：現地へ伺ってみて始めてこの制度
の仕組みが理解できました。消防団認知と
発展のためにとても優れた制度であるとの
思いを強くしました。日本中に広がってい
くといいなと考えました。イザ災害の時、
消防署と消防団そして地域住民が揃って災
害に立ち向かうことが大切です。

　日頃から地域の人達に消防団を認識して
もらい、存在を見せ、地域防災力の要とな
る。その思いを育み育てているこの制度に
心より応援をおくります。

（事業の概要）
事業開始時期：�平成22年10月 1 日から
店 舗 募 集：�市広報紙を通じて登録募集、消防団員による呼びかけ
加 入 店 舗 数：�169事業所
加 入 業 種：�コンビニ、ピザ宅配、ボウリング場、メガネ店、飲食店、理容店、カーディーラー等
特 典 内 容：�料金割引サービス、ドリンクサービス等
住民への周知：�ホームページ、チラシ、ポスター、看板
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̶関市消防団サポート
　　　　プロジェクトを訪ねて－

「消防団の店」現地ルポ（2）岐阜県関市

赤羽消防団副団長　小澤　浩子

名刺型カード

　関市消防団は、平均年齢34歳という若い世代の
多い消防団です。最高齢は71歳まで務められた副
団長の例があります。
　平成17年の大合併により、旧関市、洞戸村、板
取村、武芸川町、武儀町、上之保村の 6消防団の
組織を残し関市連合消防団となり、平成18年に 6
方面隊（23分団）からなる新生関市消防団がスター
トしました。旧関市を要の部分にV字型に広がる
管内は団員の入団状況や地理的条件、また暮らし
ぶりも異なり、団の運営には多大のエネルギーを
必要とするようです。中山間地域は山が多く災害
も多い所です。旧町村部分は昔から「団に入るの
は当たり前」の気風がありましたが現在は人口そ
のものが少なく団員のなり手を探すのも大変で
す。旧関市管内は防災への関心が必ずしも高いと
はいえない新住民も多いのです。条例定数は1315
人。実員は1185人で充足率90％。うち 8人が女性
です。いわゆるサラリーマン団員は70％強で、団
員の確保が大きな課題となっています。
　今年度は団の再編をはかり、団施設の耐震化実
施がメイン事業です。昨年度末の調査により118
箇所の詰所を48に統合し、地域の安全安心をさら
に増強する予定です。
　団員サポートプロジェクトは、消防団員の減少
を食い止めるため、地域の商店街や公共施設の協
力により、団員自身とその配偶者を対象に割引等
のサービスを提供する事業で、平成23年 7 月に開

始されています。団員はもとより活動を支えてく
れる家族へのサポートが目的で、参加店で名刺型
のカードを提示すると割引やポイントの加算など
のサービスが受けられます。現在約120店が参加
していますがその職種は飲食店、雑貨店、自動車
整備業、美容院、温泉施設等多岐にわたり、また
市内全域に協力店が存在します。当初は事務局か
ら地元の商店街組合、商工会などに働きかけて協
力店を募りましたが、今では団員の口コミにより
趣旨に賛同した店の参加もあるそうです。
　サポート協力店にはステッカーが配布され、市
の広報紙やホームページで団員や市民に伝えられ
ます。店のイメージアップやPRにもつながるメ
リットがあり、地元の商店利用が増えることで地域
の活性化にもつながることが期待されています。
　きっかけは「操法大会の訓練時などに大きな負
担をかける消防団員の家族のみなさんに団の活動
を理解していただくことが何よりである」という、
防災に熱心な前市長の発案によるものです。
　地元の商店街の受け止め方も前向きで概ね理解
していただき、組合で取りまとめて協力して下
さっているそうです。お店の名前を知ってもらい、
9万 4千人の市民のうち 2〜 3千人に利用してい
ただければと期待されています。
　予算は、団員用のカードと店舗に貼っていただ
くステッカーの印刷代のみで初年度は10万円でし
た。身分表示のため、団員手帳は家族が使用でき
ないことから名刺サイズのカードが作られまし
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た。濃淡のオレンジ色で消太くんと関市のイメー
ジキャラクター「関＊はもみん」があしらわれ、
太字で「関市消防団」、その下に小さく「関市消
防団　サポートプロジェクト」と記されています。
サポートステッカーには「関市消防団」の名称の
上に「ありがとう」と表示されています。大きさ
はA4サイズくらいです。

現地での聞き取り

ドラッグストア　ハローヘルス：制度が導入され
まだ 1年も経っていないことから、目に見えた変
化はないそうです。団員の利用は月に 1〜 2人で
す。協力店参加への呼びかけが本社に届いたこと
から参加しました。この店の店長さんは、居住す
る美濃市で消防団に入団しており、団活性化への
理解も深いようです。最近近くに大手のドラッグ
ストアが相次いで開店したことから、店のPRに
なるならなんでも協力しましょうという考えもあ
るそうです。社会貢献を打ち出せることにメリッ
トも感じ、店の広告やチラシにもサポート協力店
であることを掲示しています。ドラッグストアは
若い男性の利用が少なく、化粧品などを求める女
性の客が多いことから、もっと市の広報等で団員
の家族にも周知してほしい、ステッカーが小さく
目立たないので、ポスターサイズにしてほしいな
どの希望が伝えられました。
　登録店が県全体に広がり、大型店でも使える「岐
阜っ子カード」の利用率は高いので、消防団員用
のカードも全国規模になったらもっと良いし、ク
レジットもOKであるとのご意見でした。

市営総合体育館　若草プラザ：関市のシンボルカ
ラー若草色の大きな施設。ジムやプールもある立
派な体育館です。市民の利用も多いそうです。こ
の施設では400円のプール利用代金が100円になり
ます。残念ながら利用は団員本人に限られている

ことからほとんど利用されておらず、ご家族も対
象にすることが課題であると思いました。
　いずれにしても公共の施設が率先してサポート
事業に加わっていることは高く評価できます。

商店街：商店街関係のみなさんにお集まりいただ
きお話を伺いました。
　市役所からサポート事業導入の相談を受けたせ
き商連の藤井市三理事長は、商店街の活性化につ
ながると思い、組合員のみなさんの勧誘に奔走さ
れました。事業がスタートしてみると、思ったよ
り利用者が少ないという感想です。組合員の中に
も自主防災組織で活動している方もあり、また地
域の安全・安心を守るのは消防団だけではないの
で、あまり大っぴらに宣伝することは避けたいと
のお考えからステッカーも小さいものを希望され
ました。お得意様の手前、遠慮しながらの協力と
いうことです。
　ただ、この制度がスタートしてから、全国から
の問い合わせや視察があり、その反響には驚いて
おられるようです。つい先日も秋田や会津若松か
らの視察があったそうです。
　今後、全国展開もクレジット利用も賛同できる
というお話です。カードにクレジット機能を付け
ても現金でも買い物できれば問題は無いという見
解です。
　関市では震災以降いまだ景気が上向かず、市民
の外出も控えめだそうです。「ポイント加算より
現金割引にしてほしい」との声もあるそうなので
伺いましたら、ポイントの加算も評判が良いとの
ことです。確かにポイントであれば、次にも同じ
お店を使ってもらえるメリットがあります。1年
以内に何らかの利用があれば、ポイントの消滅は
無いそうです。
　ここでも利用頻度の高い「岐阜っ子カード」の
話が出ました。ある年齢以下の子どもを持つ保護
者などが割引を受けられるカードで、参加店も多
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く、県内全域で使用できるカードということです。
消防団サポートプロジェクトももう少し盛り上が
ればと望んでおられます。

藤井理事長経営のスーパー　マルヘイ
　お話を伺った後お店を訪ねました。背広姿から、
店名入りのオレンジ色のジャンパー姿に変わった
藤井理事長にお話しを聞きました。由緒ありげな
細長い商店街の中ほどにお店があります。野菜・
果物・肉・魚から鉢植えの花まで、生活に必要な
ものは何でも揃いそうなお店です。以前はご近所
に多くの食料品店がありましたが、今ではマルヘ
イさんのみとか。日常使う商品なので利用も多い
かと思いましたが、店の周りに住む団員が少ない
ということです。お店の活性化のためにも各協力
店自らも団員確保にご協力をいただく必要があり
そうです。
　また、やはりステッカーが目立ちませんので、
ステッカーのオレンジ色はお店のカラーととても
合いますし、お店を利用するお客様たちにとって
も消防団の存在は大切なので、大きなポスターを
掲示してもお得意様に失礼には当たらないとお話
をさせていただきました。
課題：ひとつは事務的なことで、カードの更新を
どうするかということです。退団する団員もいる
ためにカードには 1年ごとの有効期限が印刷され
ています。更新のたびに費用もかかり、手間もか
かります。

　各店舗の要望もあり、どのようにPRするかも
課題です。また参加店を増やすことが盛り上がり
に通じますが、団員からの要望も多い、日常的に
利用できる店舗の開拓が求められます。行政主導
で始まった事業ですが、団員自らも、「自分にとっ
て使えたら有り難い店」への働きかけを強める責
務がありそうです。

今後の展開：事務局である関市危機管理課主事�
寺町知宏さん個人にとっては、全国展開こそが最
終目標との思いがあるようです。大手チェーン店
にも参加してもらえればそれなりのメリットも考
えられます。一方で地元商店への還元も大切であ
り、そのバランスが難しい所です。そのためには
お店の紹介をもっとすることを考えています。
　クレジット機能に関しては賛否両論あるそうで
すが、カード提示で現金支払いも併用すれば可能
性が開けます。今後は日常生活で使えるスーパー
などへの働きかけを強めるそうです。
　 1年経ったところで利用状況などをまとめる予
定ですが、県内では隣接の加茂市消防団で同じよ
うな制度がスタートし、各地から問い合わせや視
察が相次ぎ反響の大きさに手ごたえも感じています。
　継続していくことが何より大切と決意を述べる
寺町さんですが、今後もこの事業は家族へのサ
ポートを主体に進めたいと抱負を述べられました。
　家族の笑顔に支えられることで、それぞれの消
防団員が誇りをもって活動できること、消防団員
やその家族の利用が増えることで商店街が活性化
すること、さらに商店経営者のみなさんも団員確
保に協力することで顧客の増加が図れること、同
時に消防団自体も団員の退団を減らし、新たな団
員の入団に期待がもてること…間もなくスタート
1年となる「消防団サポートプロジェクト」によ
り関市も益々元気になり、地域の防災力も一層高
まるものと信じています。広く市民の方に理解し
ていただくことで市内での参加店舗の数も年々増
えていくことでしょう。
　消防団員として勇気の湧くお話を沢山うかがえ
ました。このような消防団応援体制が全国に広が
ることを強く願っています。
　関市のみなさん、ご協力有難うございました。

（事業の概要）
事業開始時期：平成23年 7 月から
店 舗 募 集：商店街組合、商工会を通じて募集
加 入 店 舗 数：約120店
加 入 業 種：飲食店、雑貨店、自動車整備業、美容院、温泉施設等
特 典 内 容：料金割引サービス、ポイントの加算
住民への周知：市広報紙、ホームページ、ステッカー
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長　野

須坂市消防団　団長 　依田　浩明

「地域に根ざした消防団を！」

市防災訓練

1　須坂市の紹介
　須坂市は長野盆地の東部に位置し、西は
盆地中央を流れる千曲川をはさんで長野市
に、南は長野市若穂地区と上田市に、北は
小布施町に、北から東にかけて高山村及び
三国山地をもって群馬県妻恋村に接してい
ます。人口は 5万 2千人余、面積は14,984
㎡の都市です。西は海抜340m前後の平坦
部で、東は2,000m級の山々から、いく筋
もの川が流れ、その扇状地に街や田畑があ
ります。過去に、いく度かの河川の氾濫や、
土石流の災害を受けた地域でもあります。

2　須坂市消防団の概要
　須坂市消防団は音楽隊を含む団本部と、
地域ごとに11個分団37個部の合計876名（平

成24年 4 月 1 日現在、条例定数881名）で
構成されています。装備については、小型
動力ポンプ付積載車15台、小型動力ポンプ
33台が配備されています。

3　須坂市消防団の活動
　近年、地域防災の要としての消防団に、
年々多くのものが求められるようになり、
火災時の消火活動を始め、水防活動、大災
害時の避難誘導、各地域行事の特別警戒、
行方不明者の捜索など、活動内容は多岐に
わたるようになってきました。それに伴い、
これらの活動に備える為、基本訓練である
規律訓練、放水訓練、中継送水訓練、山林
火災防ぎょ訓練、総合防災訓練、普通救命
講習、S-KYT研修など活発な訓練を行っ

ています。予防消防の活動にも力
を入れており、年 2回の消防団広
報紙「さくら」の発行、各分団で
の積載車による定期的な巡回を
行っております。
　音楽隊も市をはじめ各種団体の
出演要請により、演奏活動を通じ
て予防広報を行っております。毎
年、秋の火災予防運動中には、消
防団音楽隊定期演奏会を開催して
おり、昨年で27回を数えました。
この定期演奏会では、約1,000人
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消防出初式

定期演奏会

の会場で立見が出るほど市民に
親しまれております。
　また、ラッパ隊は平成元年に、
長野県消防ラッパ吹奏大会優勝
以来、県大会出場 9回連続優勝
を続けており、各種団体の出演
要請や、市内で行うラッパパレー
ドを通じて予防広報を行ってお
ります。

4　おわりに
　須坂市では多くの分団で各地
域の区長、市議会議員をお招きして消防懇
談会を開催しております。区長からの要望、
逆に消防団からの要望等を出し合い、共に
地域をより良くする為に意見交換を行って
おります。そんな中から区の役員や、各区
にある地域防災組織との連携を深め、区で
開催する初期消火訓練では、消火器の取り
扱い方や、消火栓の取り扱い方法の指導を
消防団員が行うようになりました。
　「青年団」がなくなり「婦人会」や「老

人会」などの地域のコミュニティ組織がな
くなりつつある現在、消防団は数少ない地
域的な組織であり、同時にこれから地域を
支える若者を育てる組織でもあります。地
域を愛してこその消防団であり、地域から
愛されてこその消防団であります。
　須坂市消防団はこれからも、地域に根ざ
し、地域と協調し、共に地域の安心・安全
を守り育てる原動力であり続けてまいりま
す。
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福　岡

北九州市戸畑消防団　団長 　高木　壽則

「安全で安心なまちづくり
への取組み」

空き缶プルタブ収集による社会福祉施設へ車いす寄贈式

1 �．北九州市戸畑
区の紹介

　北九州市は昭和38年
に五市対等合併で生ま
れた九州初の百万都市
で、九州の最北端に位
置し、海陸交通の玄関
口となっています。戸
畑区は市のほぼ中央に
位置し、工場地帯とし
て発展し、現在も約半
分を工業用地が占めて
います。
　また、国の重要無形
民俗文化財、福岡県夏の三大祭の一つとし
て、「戸畑祇園大山笠」があり、広く「提
灯山」と呼ばれ、夏の夜空に輝く赤い光の
ピラミッドは豪華絢爛です。

2 ．戸畑消防団の紹介
　明治21年、現在の戸畑消防団の起源とな
る私設の戸畑消防組が創設され、昭和22年
の消防団令により、戸畑消防団と改称し、
現在団本部と 5個分団、定数140名、実員
数138名（内女性団員20名）で編成、指揮
車 1台、消防ポンプ自動車 5台を配備し、
地域の安全、安心のまちづくりに取り組ん
でいます。

3 ．戸畑消防団の活動
　北九州市戸畑区は、明治34年「八幡製鐵
所」が建設されたことから、工業都市とし
て急激に発展した街です。そのため、当時
急増した人口に伴い、多くの木造家屋密集
地域が多く存在しています。また、高齢化率
も進んでおり、全国平均を上回っています。
　このような状況から、一旦火災が発生す
ると、延焼拡大や、高齢者の逃げ遅れが懸
念されているため、次のような取組みを
行っています。

　⑴�　全国初!!動く!光る! ｢パネルシアター｣
　�　効果的な住宅用火災警報器の設置推進
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腕自慢おまかせボランティア

のため、平成12年に女性団員に
よるパネルシアター劇団を結成
しました。地域住民に効果的に
伝えるため、団員が試行錯誤し、
暗い部屋でブラックライトを使
用し、蛍光人形によって動きの
ある防火劇を作り上げ、市民セ
ンターや自治会の行事で公演し
好評を得ています。また、防火・
防災教育の推進として若年層向
けのシナリオも作成、幼稚園等
からの依頼も相次いでいます。
平成22年度には、第16回全国女性消防団
員活性化奈良大会にも出場しました。

　⑵　空き缶のプルタブ収集活動
　�　社会貢献の一環として、平成14年度か
ら ｢福祉施設に車いすを贈ろう｣ と、空
き缶のプルタブ収集を開始しました。
徐々にこの運動の輪が広がり、学校や企
業、多くの市民の方々からご協力いただ
き、これまでに合計36台の車いすを購入
し、市社協を通じて、社会福祉施設に寄
贈することができました。また平成18年
度からは、売却金での購入品目を住宅用
火災警報器等にも広げ、これまで114個
を寄贈、消防団員がこれを無償で設置し
ています。

　⑶　腕自慢おまかせボランティア
　�　日常生活において自力で対応できない
簡単な大工工事などを、ボランティアで
自宅に出向いて行うサービスで、全団員
が登録し、依頼内容により、生業の職業上
の特技を活かした団員が活動しています。

　これらの活動に対して、平成22年度 ｢第
15回防災まちづくり大賞｣ 住宅防火部門総
務大臣賞をいただきました。これからも、
地域に根付いた活動で、住民から信頼され
る消防団活動に尽力してまいります。

4 ．おわりに
　戸畑消防団では、警防力の強化のため、
地域住民との連携・協力の充実強化等を図
り、自衛隊、警察、市民防災会、区役所、
消防署等の防災関係機関とも連携して、訓
練を実施しています。また、消防署の各小
隊が各地元消防分団を担当することで、原
則、毎月1回、署･団合同で火災防御等の実
践訓練を実施することにより、互いに顔の
見える関係を築き、効果的な消防活動を行
う体制を構築しています。「いきいき安心
訪問」として、女性団員による高齢者宅の
防火訪問、救急隊員とともに応急手当の普
及活動の実施等による予防広報活動にも力
を入れています。これらの活動を通して、
今後も「安全で安心なまちづくり」に取り
組んでまいります。
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和歌山

那智勝浦町消防団　団長 　前地　俊秀

「熊野の再生を願い
活動する消防団」

消防艇「はくりょう」の放水

幼年消防パレード

1　那智勝浦町の紹介
　那智勝浦町は、和歌山県南東部に位置す
る人口約 1万 7千人の町です。
　本町には、世界遺産に登録されている紀
伊山地の霊場と参詣道 ｢熊野古道｣ がとお
り、名瀑那智の滝、熊野三山 ｢熊野那智大
社｣、西国33カ所巡礼 1番札所 ｢那智山青
岸渡寺｣ があり、癒しを求め多くの方が訪
れています。
　勝浦港は、生まぐろの水揚げが多く近畿
最大の漁業基地として活況を見せており、
周辺には多数の温泉旅館があり、多くの観
光客を受け入れています。

2　消防団の概要
　那智勝浦町消防団は、昭和30年 4 月、4ヵ

町村合併に伴い 4個分団256名で誕生しま
した。
　昭和35年 1 月、 2ヵ町村の編入により 6
個分団366名となり、昭和58年の団組織改
編により 8個分団となり、現在259名（う
ち女性団員32名）の団員が活動しています。

資機材は、タンク車 1台、ポ
ンプ車 7台、ポンプ積載車両
9台、司令広報車 1台を配備
しています。

3 �　那智勝浦町消防団の
活動

　各分団別に年 5回の定期訓
練を実施し、隔年に消防団全
体で新人教養訓練及び幹部教
養訓練を実施しています。
　那智山で実施される文化財
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台風12号　各機関合同捜索

台風12号に伴う水害 消防団・消防本部合同避難訓練

防火デーに伴う消防訓
練には地元分団が参加
し、勝浦港で実施され
る水難救助及び船舶火
災を想定した海上保安
庁・民間船舶会社との
合同訓練にも消防艇 ｢
はくりゅう｣ に乗船し、
消防本部と合同で参加
しています。
　団員の士気高揚を図
る消防操法大会におい
ては、第 1回全国消防
操法大会出場をはじめ、
数度の出場をはたし、平成17年には女性消
防団員も全国大会に出場し、共に全国レベ
ルの技術を誇っています。
　又、女性消防団員は、消防本部が実施す
る ｢幼年消防パレード｣、｢消防の集い｣、｢
独居老人訪問｣ に参加し、火災予防を呼び
かけています。
　昨年 9月の台風12号に伴う那智川・太田
川流域の大水害では、自ら被災した消防団
員も多い中、多数の団員が救助活動、捜索
活動を長期にわたり行いました。

4　おわりに
　今回の台風被害を受け、又、近い将来確
実に発生すると言われている東南海・南海
地震に備え、消防本部との連携をより深め、
被害を最小限に抑えるため合同訓練等を数
多く行う計画を立てているところです。
　最後になりましたが、昨年の台風12号に
伴う水害では、日本消防協会をはじめ、全
国の消防団の方々から多くのご支援ご協力
を賜りましたことに感謝とお礼申し上げま
す。
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秋田市女性消防団　団員

木村　綾子

シンフォニー（秋田県）

「あんべいい消防団を目指して」

消防と子どもの集い　スタンプラリー受付

　秋田市は秋田県のほぼ中央部に位置し、
人口は約32万人あまりで、東北では仙台市
に次ぐナンバー 2の県庁所在都市です。東
には出羽山地、西には夕陽の美しい日本海
と自然豊かで、米どころ秋田らしく市内に
は多くの酒蔵があり、郷土料理のきりたん
ぽ鍋に良く合う美味しい地酒が味わえます。
　私たち秋田市女性消防団は平成18年に 3
名で発足し、現在は19名の団員がおります。
　毎年の出初式をはじめとし、 5月 5日の
子どもの日に消防署で行っている消防と子
どもの集いや火災予防週間の行事に参加し
署員の方々のお手伝いをする他、救命講習
を受講しそれぞれが指導員を目指し頑張っ
ています。私が消防と子どもの集いに参加

するようになって 5年目ですが年々遊びに
来て下さる市民の方々、子どもたちの数が
増えているように思います。憧れの消防車
を前に目を輝かせながらも、本物の消防士
さんやレスキュー隊に緊張気味の子どもた
ち。固まってしまっているそんな姿もとて
も可愛らしいのですが、そんな時に私たち
女性消防団員が「消防士さんと同じ服を着
て写真を撮ってみようよ！かっこいい
よ！」などと声をかけると少し緊張もほぐ
れリラックスしてイベントを楽しんでくれ
るような気がします。同じく、住宅用火災
警報器の普及活動などで一般家庭を訪問さ
せていただく際にも、女性が来てくれると
話しやすいなどという声もいただき、その

ような時には女性団員ならではの役
割が果たせているのかなと感じます。
　また、広報活動が中心だった私
たちですが平成21年には軽可搬ポ
ンプ操法の訓練を開始し、その年
10月に横浜市で開催された第19回
全国女性消防操法大会に秋田県代
表として参加させていただきまし
た。全国大会という大舞台、緊張
もあり思うように練習の成果は発
揮できませんでしたが、消防団員
として操法の技術を身につけると
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消防と子どもの集い　住宅用火災警報器普及活動

消防と子どもの集い　チビッコレスキュー体験着がえお手伝い

いうことはとても大切なことであ
ると思いますし、それに伴い規律
やチームワークが向上していくこ
とも大きな収穫です。
　さて、表題にある「あんべいい」
ですが、これは秋田弁で「塩梅が
良い」つまり「ちょうど良い」と
いう意味です。実は現在、秋田県
の認知度を高めるための県のPR
活動の中で『あんべいいな秋田県』
というコピーが使われています。
私たちはいつも地域の方々の安
心・安全のために活動したいと言っていま
すが、具体的にはどういったことができる
のか。秋田市の中でもお年寄りが多い地域、
若い世代が多い地域と様々です。 1人暮ら
しのお年寄りに対しては住宅の防火診断や
こまめな声かけであったり、子どもたちに
対して火災予防の啓発劇をすることでその
親御さんたちが安心できたりと、私たちが
活動していく中で「女性団員がいてくれて
良かったな」「安心して快適に過ごせるな」
と感じていただけるような、その地域に
合ったきめ細かい活動ができることを目標

にしていきたいという気持ちを「あんべい
い」に託しました。
　最後になりますが、来る本年11月16日〜
17日、第18回全国女性消防団員活性化秋田
大会が『美の国へようこそ！女性消防団員
　秋田で元気に』をテーマに開催されます。
会場となる秋田市でも全国の女性団員の
方々をお迎えするべく私たち団員が一丸と
なって一生懸命準備しているところです。
私たちも毎年メンバーの中から数名ずつ交
代で全国各地の活性化大会に参加させてい
ただいていますが、参加してくると皆口を
揃えて「本当に素晴らしくとても勉強
になった」「寸劇は皆女優さんのよう
だったり吉本顔負けの笑いがあったり
した」と言います。そしてもちろんご
当地の美味しい物、観光も満喫してき
たということが顔に書いてあります
（笑）。
　本年は私たちの番。実りの季節の秋
田で、皆様にとって、そして私たちに
とっても実り多き大会となるようこれ
からも精一杯の準備をし、美味しい新
米と地酒とともにお待ちしています。
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頑張れ！
少年消防
クラブ

頑張れ！
少年消防
クラブ

頑張れ！
少年消防
クラブ

No.51　矢口消防少年団（東京都）

決意も新たに！矢口消防少年団入卒団式
矢口消防署　防火管理係　関口　一郎

少年団入卒団式

　当署は平成24年 4 月21日（土）、「平成24
年度矢口消防少年団入卒団式」を行いまし
た。
　新入団員 8名は、大勢の来賓や保護者の
前で辞令交付を受け、自分達も防災の役に
立とうと緊張した面持ちで決意を新たに
し、今後の活動に思いをはせていました。
　また副団長から昨年の東日本大震災にお
いて被災地の少年消防クラブである階上中

学校に応援メッセージを送った活動が発表
されると保護者の方々は深く聞き入ってい
ました。新しい仲間が加わった団員達は、
広報用パネルを活用した「地震その時10の
ポイント」の普及活動や、AEDを使用し
た心肺蘇生法、担架による搬送法などの応
急救護訓練を披露しました。出席した来賓
や保護者の方々に、生き生きとした眼差し
の元気な消防少年団の姿を見せていました。
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消防職団員のための各種共済事業等について
福祉共済事業・消防互助年金事業・火災共済事業

（財）日本消防協会・（生協）全日本消防人共済会

○福祉事業
  昭和44年 7 月に発足しました消防団員福
祉共催事業は、当初民間保険会社へ委託方
式でスタートしましたが、昭和55年7月か
ら財団法人日本消防協会による自家共済へ
と移行し、名実ともに消防団員の共済制度
として多くの実績を上げてきました。
　発足当初の消防団員の加入者数は、9,400
人余で、加入率は0.8%にすぎませんでした
が、42年を経過した平成24年 3 月末日の加
入者数は872,111人で消防団員のほぼ全員
と消防関係者が加入しており、この種の共
済制度では他に例をみない極めて高い加入
状況となっています。
　また、給付内容については、自家共済と
なった昭和55年以降加入者への手厚い補償
を第一に給付金の増額に努めてまいりまし
た。平成23年 3 月11日に発生しました東日
本大震災は、未曾有の巨大災害であり、か
つてない極めて多数の消防団員が殉職され
たことに伴い、共済制度としてこれまでの
額の共済金を支払うことが困難となったた
め、特例措置を講じましたが、平成24年 2
月23日以降に事由の発生した弔慰金、重度
障害見舞金につきましては、東日本大震災
発生前の給付内容といたしました。
　また、掛金につきましても24年度に限り
4,000円をお願いしましたが、25年度以降
は従来の3,000円に改定することとしました。

　消防団員の方々が消防活動に際してのみ
ならず、不慮の事故や病気による入院等、
万一の場合に低額な掛金で充実した保証を
実現できることから、この事業は相互扶助
の観点から大きな役割を担っているといえ
ます。

1 　福祉共済の給付内容
　加入者（消防職・団員等以下「団員等」
という。）が被災した場合に福祉共済事業
から給付される内容は、大災害等が発生し、
共済金の支払いが困難となるなどやむを得
ない場合を除き次のとおりであります。

（ 1 ）遺族援護金
　 　団員等が事故または疾病により死亡し

た場合には、遺族援護金として100万円
が支給されます。

（ 2  ）弔慰金、弔慰金救済金、重度障害見
舞金

　 　災害現場等において、公務により死亡
又は重度の障害状態になった場合、弔慰
金又は重度障害見舞金として2,300万円
が支給されます。

（ 3 ）生活援護金
　 　団員等が事故または疾病により両眼を

失明するなどの重度の障害の状態となっ
た場合には、生活援護金として100万円
が支給されます。

（ 4 ）障害見舞金
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　 　団員等が事故または疾病を原因として
障害の状態になった場合には、その障害
の状態の程度に応じて 6 万円以上50万円
以下の範囲において、障害見舞金が支給
されます。

（ 5 ）入院見舞金
　 　団員等が事故または疾病の如何を問わ

ず、15日以上入院した場合に、入院期間
120日を限度として、日額1,500円の入院
見舞金が支給されます。

（ 6 ）保育援護金
　 　災害現場等において、公務により死亡

し、又は重度障害の状態の場合であって、
当該　団員等に未就学の被扶養者がいる
場合は、保育援護金として被扶養者一人
につき25万円が支給されます。

2 　加入資格者 
（ 1 ）加入資格者
　 　福祉共済への加入資格者は、年齢80歳

6 ヶ月未満の消防団員等で効力発生の前
日において健康であるもの。ただし、継
続加入（更新）の場合は健康状態を問わ
ないものとされております。

（ 2  ） 加入を希望する消防団又は消防本部
ごとに加入者をとりまとめ、所定の申
込用紙に必要事項を記入の上、各都道府
県協会へ提出することになっています。

3 　共済掛金等
（ 1 ） 共済掛金
　 　平成24年度の掛金は、加入者一人あた

り年額4,000円です。平成25年度からの
掛金は、加入者一人あたり年額3,000円
です。

（ 2 ）共済期間
　 　毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月31日まで

の 1 年毎に更新することとしています。
　 　なお、年度途中での新規加入も認めら

れています。この場合は、その年度が終
了する 3 月31日までの残りの期間を補償
することとなり、残期間に応じて、掛金
も逓減する仕組みになっています。

（ 3 ）掛金の払込
　 　毎年契約更新月である 4 月 1 日の前月

の15日、即ち、 3 月15日までに都道府県
消防協会へ掛金を送付しなければならな
いことになっています。

　 　なお、年度途中の加入者については、
毎月15日までに所定の書類を添えて、都
道府県消防協会へ送金すれば、翌月の 1
日から効力が発生することになります。

4 　共済金の請求と支払い
　共済金の支払事由が生じたときは、所定
の消防団員福祉共済金支払請求書兼領収書
を作成し、必要に応じ添付書類を添え、都
道府県消防協会を経由して日本消防協会

（福祉部）へ提出する。当協会では、提出
された共済金支払請求書を審査決定し、都
道府県消防協会及び市町村消防団事務担当
課を経由して受取人に共済金が支払われる
こととなります。
　なお、支払共済金が遺族援護金・弔慰金
の場合、その受取人の順位は、配偶者、子、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とし、父
母については、養父母を先とし、実父母を
後にすることとなっており、また、受取人

（兄弟姉妹等）が二人以上に及ぶ場合は、
代表受取人に対する委任状又は分割請求書
等が必要となります。
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5 　福祉増進事業
（ 1  ）加入者の健康増進及び公務による事

故の防止に資する事業
（ 2  ）消防団の大規模災害活動に対する支

援事業
（ 3  ）殉職会員の慰霊祭の事業
（ 4  ）その他この制度への加入促進と維持

発展を図るため効果的と認められる事
業

　以上、消防団員福祉共済事業のあらまし
について述べましたが、昭和44年の制度化
以来、一貫して低廉な掛金で高額な保障を
目指して事業運営を行ってきた結果、消防
団並びに関係各位のご理解を得て、平成 8
年 7 月 1 日に、消防団員のほぼ全員の加入
を見るに至り、この制度も完全に定着した
といえます。
　冒頭にも述べたように、真に消防団のた
めの共済事業として、少しでも消防団員の
お役に立つべく、今後とも、一層の努力を
していかなければならないと思っていま
す。
　併せて、消防団員の処遇改善の一助とし
て、この制度に対する市町村ご当局を始め、
関係各位のより一層のご支援ご協力をお願
いする次第です。

○消防互助年金事業
　人生80年時代、老後をいかに充実させる
かは、誰しも大きな関心事です。公的年金
の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げ
られていますが、定年後からの生活設計を
考えなければなりません。
　消防互助年金制度は消防団員等の老後の
安定と福祉の向上のため創設された制度で
す。予定利率は1.25%（平成24年 5 月1日現

在）となっており、一人でも多くの方に加
入していただき、この消防互助年金制度を
さらに大きなものに発展させていきたいと
考えています。消防団員一人ひとりの老後
のゆとりと生活向上のために、一層のご理
解とご協力をお願いします。

1 　消防互助年金の特徴
　① 積立方式の年金制度で、加入コースに

は税制適格コースと自由選択コースの
二種類があります。

　② 年 金 は 支 給 開 始 時 に10年 確 定 年 金
（ 3 %逓増型・定額型・ 5 年前厚型）
と10年保証終身年金（ 3 %逓増型・定
額型）の五種類から選択できます。ま
た、年金に代えて一時金で受け取るこ
ともできます。

　③ 中途脱退年金受給資格を取得した場合
には、支給開始年齢に達する前でも、
年金で受け取ることができます。

　④ 中途で脱退した場合はそれまで積み立
てられた一時金をお支払いします。ま
た、中途で死亡された場合はそれまで
積み立てられた一時金に 1 回分の掛金
を加算した額をお支払いします。

　⑤ 自由選択コースについては、積立期間
中に一部払い出しができ、結婚・住宅・
教育などの資金に活用できます。

　⑥ 払込保険料は、税制適格コースの場合
は個人年金保険料控除、自由選択コー
スの場合は一般の生命保険料控除の対
象になります。

　⑦ 年 1 回の決算に基づき、加入者の積立
金を計算し、積立金残高をお知らせし
ます。

　⑧ 消防団を退団した後も継続加入できます。
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2 　加入資格
　本制度に加入できるのは、消防団員、消
防職員、消防事務担当で、年齢満60歳未満

（税制適格コースは満55歳未満）の方です。

3 　新規加入申込みと加入契約日
　① 新規加入の申込みは、いつでもできます。
　② 加入日は、 1 月 1 日、 4 月 1 日、 7 月

1 日及び10月 1 日の年 4 回です。

4 　掛金と加入口数
　① 掛金は半年払いで 1 口6,000円です。

（制度運営費 1 %を含んでいます。）
　② 加入口数は最低 5 口、最高50口で、両

方のコースに加入できます。
　③ 掛金の払込みは、満65歳に達する日の

属する月分までです。　
　④ 掛金の納付は口座振替で、年 2 回、加

入者の指定する口座から自動振替します。

5 　増・減口と払込停止
　加入口数の増口・減口ができます。
　減口は、両方のコースとも原則として 5
口を下回ることはできませんが、自由選択
コースに限っては、一定の事由によって全
部を減口することができます。
　また、増口・減口の時期は、年 2 回加入
応当日です。

6 　年金の支給開始年齢
　① 支給開始年齢は満65歳です。
　② 平成15年 4 月以前に加入いただいた方

の支給開始年齢は満60歳又は満65歳の
二種類です。

7 　給付の種類
①基本年金
　ア ）10年確定年金（ 3 %逓増型、定額型、

5 年前厚型）
　 　加入者の生死にかかわらず10年間に限

り年金が支払われます。
　イ ）10年保証終身年金（ 3 %逓増型、定

額型）
　 　10年間の保証期間中は、加入者の生死

にかかわらず年金が支払われます。また、
保険期間中に一時金での受取りを希望さ
れた場合には、残余期間に対応する一時
金が支払われ、保証期間経過後に加入者
が生存されているときは、年金の支払い
が再開されます。

②中途脱退年金
　加入者が加入期間等の一定条件を満たせ
ば、年金の支払いを受け取れます。
③遺族一時金
　掛金払込期間中に加入者が死亡した場
合、死亡時に積立金をお支払いします。
④脱退一時金
　加入者が死亡以外の事由で脱退した場
合、脱退時の積立金をお支払いします。



平成24年春の叙勲伝達式・褒章伝達式
総務省消防庁

瑞宝中綬章……………………………33名
旭日小綬章…………………………… 1名
瑞宝双光章……………………………100名
瑞宝単光章……………………………480名

紅綬褒章……………………………… 8名
黄綬褒章……………………………… 7名
藍綬褒章…………………………… …72名

瑞宝双光章……………………………380名
瑞宝単光章……………………………240名
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◇　春の叙勲（消防関係）
　平成24年 6 月 1 日（金）、ニッショーホー
ルにおいて、平成24年春の叙勲（消防関係）
伝達式が盛大に挙行されました。
　受章された方々は、永年にわたり国民の
生命、身体及び財産を火災等の災害から防
御するとともに、消防力の強化、充実に尽
力され、消防の発展に貢献し、社会公共の
福祉の増進に寄与した消防関係者の方々で
す。

◇　春の褒章（消防関係）
　平成24年 6 月 6 日（水）、スクール麹町
において、平成24年春の褒章（消防関係）
伝達式が盛大に挙行されました。
　受章された方々で紅綬褒章は、災害活動
等において、自己の危険を顧みず人命救助
に尽力した方々、黄綬褒章は、永年にわた
り消防機器の販売業務や消防設備保守業務
等に精励するとともに業界の発展に大き

く寄与した方々、藍綬褒章は、消防団員
や婦人（女性）防火クラブ員として、永
年にわたり消防防災活動に献身的に努力
し、消防の発展に大きく寄与した方々で
す。

◇　第18回危険業務従事者叙勲（消防関係）
　平成24年 5 月30日（水）、日本青年館大
ホールにおいて、第18回危険業務従事者叙
勲（消防関係）伝達式が盛大に挙行されま
した。
　受賞された方々は、消防職員として国民
の生命、身体及び財産を火災等の災害から
防御するため、永年にわたり著しく危険性
の高い業務に精励するとともに、消防力の
強化、充実に尽力され、消防の発展に貢献
し、社会公共の福祉の増進に寄与した方々
です。



平成24年春の叙勲受章者名簿（消防関係）
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平成24年春の褒章受章者名簿（消防関係）
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住民自らによる災害への備え
総務省　消防庁　防災課

自治体

消防団

自主防災組織連絡協議会

自主防災組織と消防団
＝地域防災力を支える両輪
災害時：連携した消防・救助活動の実施
平常時：消防団による様々なアドバイス

・発災後の対応に必要な活動の補充
（ボランティアニーズの把握など） ・災害時要援護者対策 ・救護・搬送への協力

・マンパワー（人的協力）
・物資・資機材による協力（応援協定）

・家庭における安心・安全活動
・日中の防災活動の支援

・避難所運営、防災教育、人材育成
・若い世代の協力（即戦力）
・防災知識、技術の支援

自主防災
組織

学校

医療機関

婦人（女性）
防火クラブ

民生委員・児童委員・
社会福祉協議会・
福祉団体等

災害
ボランティア

企業
（事業所）

自主防災
組織

自主防災
組織

連携

常備消防

図 1　さまざまな関係機関との連携により期待できること

防災マップづくりの様子
（出典：第16回防災まちづくり大賞）

　日本列島は、その位置、地形や気象などの自然
条件から、地震、台風、集中豪雨などによる自然
災害が発生しやすい環境にあります。
　平成23年は、未曾有の大災害となった東日本大
震災をはじめ、台風第12号や台風第15号による大
雨など、全国各地で大規模な自然災害による被害
が発生しました。
　また現在、東海・東南海・南海地震、首都直下
型地震などの発生が懸念されており、このような
事態が発生すると、地震の揺れや津波などによっ
て甚大な被害が広範囲に発生すると予測されてい
ます。
　大規模災害時には被害が大きくなればなる程、
消防などの公的機関による消火、救助、救急など
の活動が追いつかなくなることが想定されます。
例えば大地震が発生し、消防車は全て出払い、が
れきで道路が塞がれ、生き埋めになっている人や
負傷者がたくさんいたら―そこで大きな役割を果
たすのが、地域住民自らによる防災活動です。
　地域住民による防災組織として、自主防災組織
があります。自主防災組織とは、「自分たちの地
域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づ
き、地域で住民が自主的に結成する組織のことで、
平常時には防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、
災害危険箇所の点検、資器材の購入・点検等を行
い、災害時においては初期消火、避難誘導、救出・
救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険
箇所の巡視などを行います。自主防災組織は、平
成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、
その重要性が見直され、全国各地でその結成・育
成が積極的に取り組まれてきました。

連携による活動の活性化
　地域の安心安全を守るために活動している自主
防災組織が、地域の垣根を越えて互いに連携した
り、消防団、学校、企業など、地域の様々な防災
活動団体と連携し、お互いの得意分野を活かして
補完し合うことで、地域の防災力をより高めるこ
とができるようになります（図 1）。
　ここで、住民と行政が連携して防災のまちづく
りを行っている福井県若狭町熊川区自主防災会の
取組事例を紹介したいと思います。
　熊川区自主防災会は、地域の高齢者と歴史的な

町並みを災害か
ら守るため、町
と共同で防災ま
ちづくり計画を
策定しました。
計画の策定にあ
たり、防災マッ
プづくりや、町
歩きによる課題
を発見し、解決
策の検討を行う
など、まちづくりに防災を取り入れて、住民と行
政が連携して取組を行っています。
　このように、普段から地域の関係団体と連携・
協力関係を築き、地域における人的ネットワーク
（つながり、結びつき）を広げ、地域コミュニティ
の強化を図ることが、いざという時に大きな力と
なります。
　自主防災組織については、消防庁が作成した「自
主防災組織の手引」に詳しく記載しています。下
記のURLからご覧になれますので、ぜひ参考にし
て下さい。
http://www.fdma.go.jp/html/l i fe/bousai/
bousai_2304.pdf
　災害時には、その地域に住んでいたり、働いて
いたりして、その地域をよく知っている人々の自
主的な防災活動が必要不可欠です。皆さんも、自
ら災害に備え、訓練や危険箇所の点検等、自主防
災組織の活動に積極的に参加しましょう。
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静

岡

県

　2011年 3 月11日、未曾有の災害が日本を襲いました。
静岡県富士宮市から、被災された方々に何か少しでも力
になりたいという気持ちで音楽仲間や、消防団員の仲間
も加えバンドを立ちあげました。
　「MIYAスタBAND」です。富士宮市から元気を届けよ
う、富士宮市からスタートするという気持ちを込めて名
付けました。そして、復興支援ライブを開催し、入場者

の方々から支援金を呼びかけました。第 1 回目、第 2 回目のライブ市民の気持ちは、全額
送らせてもらいました。
　次に第 3 回目のライブが2012年 8 月12日に決定しており、多数の来場を期待しています。
我々「MIYAスタBAND」は、メンバーの他にスタッフとして参加して頂いている消防団
員も多くいます。
　私を含め 4 人の消防団員が一緒に活動しております。「MIYAスタBAND」は、一般市民
の方、消防団の仲間と共に一つのチームとして被災地に想いが届くように活動しています。
復興はこれからです。被災地の皆さん、日本全国の皆さん、前を向いて歩きましょう。
　合言葉「絆」
　「がんばろう日本 !!」

富士宮市消防団　第 3方面隊　第12分団　副分団長

渡部　実智留

　秋田県横手市平鹿消防団、本部付女性消防団員13名は秋田お
ばこの美人揃い。中でも菅原のり子さんは、秋田民謡と共に継
承されている民舞を趣味としており、昨年10月国技館で行われ
た民謡民舞全国大会に秋田県代表として出場しました。
　秋田は民謡の宝庫ですが、その中でも広く親しまれている「生
保内節」を踊り、みごと民舞黄旗戦
で 3 位に入賞しました。
横手市には、江戸時代から地域に伝
わる絞りの技法『正藍浅舞絞り』が、
女性達の手により継承されています。

彼女はその“藍”に魅せられ、女性経営者として第一線で活躍し
ながらも、伝統技法の保存と継承に意欲を燃やしているところ
です。
　さて、彼女は第20回全国女性消防操法大会に 1 番員として出
場。きゃしゃな体型、柔らかな物腰からは想像もつかないほど
凛として、きびきびした操法が見事でした。
　何ごとにも積極的に取り組む彼女は、｢明るく・楽しく・美
しく｣ 女性消防団員のお手本として一歩前を歩いています。

横手市平鹿消防団　団員

菅原　のり子

秋

田

県

写真：MIYAスタBAND　右上　渡部氏
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　ラッパ吹奏歴22年、自宅の「 学
まなび

舎
や

　 忠
ちゅう

山
ざん

」

　で白磁を生み出す30年、後世に残す、伝えるという

点は焼き物も、ラッパ指導も一緒と『指揮棒』を持つ

手に力が入る。

　伊万里市消防団1,010名の士気を鼓舞するラッパ隊

長として、また県消防協会公認ラッパ指導員として他

市町消防団から要請があれば指導に出かける。ラッパ

吹奏技術の向上と伊万里焼の伝統を伝える生業に情熱を傾けている。

伊万里市消防団　ラッパ隊長

市川　忠伸

佐

賀

県

長

野

県

　信州「蔵のまち」須坂市からは、徳武さんを紹介します。
　普段は障がい者福祉の仕事に従事しており、 2 人の子どもの
お母さんでもあります。
　音楽隊では部長という役職に就き、女性隊員をまとめるお姉さ
ん的存在です。
　楽器はトロンボーンを担当しています。
　多忙なスケジュールの合間を縫って防火管理者、応急手当普
及員の資格を取得し、一般団員に親切丁寧な指導もしています。

　昨年より独自に消防ラッパにもチャレンジし、他の女性隊員に声をかけて「ラッパエン
ジェルス」（自称）を結成。今年は須坂市消防団初の軽可搬ポンプ操法の指揮者に就任す
るなど、バイタリティーあふれる徳武部長です。

須坂市消防団　音楽隊　音楽部長

徳武　洋子

和

歌

山

県

　那智勝浦町消防団第 4 分団に所属する田代扶沙恵さ

んは、昨年 9 月に発生した台風12号に伴う大水害で被

災した地元の惨状を目の当たりにし、被災の 2 日後、

自ら町ボランティアセンターに登録し、活動を続けて

いるときに知人の消防団員から誘いを受け、10月 1 日

付けで消防団員になり、現在活躍中です。

　又、仕事においては、本年 4 月 1 日から ｢南紀勝浦

温泉旅館組合｣ に勤務し、笑顔で観光客に接し、観光面からも那智勝浦町の復興のためが

んばっています。

那智勝浦町消防団　団員

田代　扶沙恵
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広場

静岡県消
防
団
の
富士市消防団　第5分団
班長

瀧浪　宏俊

「第33回静岡県消防操法大会に出場して」

小型ポンプ操法大会で優勝した第 5分団

　富士市消防団は、 7 方面隊、31の分団で
活動を行っています。
　昨年は、東日本大震災により、多くの方が
被災されました。静岡県も巨大地震に備え、
私たち富士市消防団第 5 分団も日 、々訓練に
励んでいます。
　平成23年 9 月11日に第33回静岡県消防操
法大会が県消防学校を会場とし行われ、県
内10支部から選出された、ポンプ車、小型
ポンプ各10団により熱戦が繰り広げられま
した。
　富士支部の大会において小型ポンプ操法
の部で優勝した我が
第 5 分団は、富士支
部の代表として県大
会へ出場しました。
　私は、指揮者の大
役をもらい、出場ま
で緊張と不安の中、
指導員、富士市の団
員の皆様に支えられ
ながら、 1年半に渡
る訓練を重ねて来ま
した。
　県大会当日の開会

式では、支部の代表となる選手は皆、気迫
があり、同じ思いで訓練に励んで来た事を感
じました。本番では緊張とプレッシャーの中、
心を落ち着かせ、精一杯の声を出し、無我
夢中で競技を行い、大きなミスも無く終了し
ました。
　それは、今までの訓練の成果を出し切った
瞬間でもありました。
　選手一同から「悔いが残らずできました。」
の言葉をもらった時、指揮者としてチーム全
員が努力した結果であり、チームとの深い絆
が生まれた事を感じました。
　優勝はできませんでしたが、準優勝の喜
びをもらい、今までにない大きな経験をさせ
てもらいました。
　この経験を地域、社会で活かすことがで
きるよう、これからも訓練に励んで行きたい
と思います。



表紙写真説明
「大門坂」

　世界遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である「熊野古道」の中でも、

当時の面影を最も残している「大門坂」です。

　苔むした約 640ｍの石畳と樹齢 800 年を越す老杉等に囲まれ、聖地那智山へと続いており、

往古の熊野詣でが偲ばれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （和歌山県）

平成24年度　全国統一防火標語
「消すまでは　出ない行かない　離れない」

7 月11日（水）～ 7月13日（金） 第23回全国消防操法大会第 1回審査員研修会
7月26日（木）～ 7月27日（金） 消防育英会奨学生懇談会（対象：近畿、中国、四国、
 九州地区）

7月の日本消防協会関係行事

編　集　後　記
　梅雨入りの季節がやってまいりました。関東地方は平年より1日遅れで統計開始以来2番目に早かった昨年
に比べると、13日遅い梅雨入りです。
　湿気が多い我が家は、除湿機がフル稼働しています。地元では建物の違いもありますが部屋が乾燥しすぎて
加湿器を使っていたので、湿度の大きな変化に驚いています。
　東京スカイツリーレポートです。20：00入場のチケットで夜のスカイツリーなのですが、天候が夕方から
雨がパラつき空模様があやしくなってきました。予約時間になってエレベーターに乗ると“アッと”言う間に
350メートルの世界へ静かで全然揺れないエレベーターで快適でした。そして、扉が開き東京の夜景が広がっ
た瞬間周りから歓声があがりました。おかげさまで雨の心配もなく、遠方までまるで宝石箱のような光景で
す。450メートルの展望回廊へも行き帰ってきました。とても素敵な景色なので、皆さまにも東京へお越しの
際は、是非立ち寄って未知の空間を味わっていただきたいと思います。
　これからだんだんと暑さが増してきます。皆様方も体調管理に注意して夏を乗り切っていきましょう。

（K・S）

口　絵　第11代日本消防協会会長に秋本敏文氏が就任　財団法人　日本消防協会
　　　　平成24年春の叙勲伝達式（消防関係）　　H24.6.1（金）　　於　ニッショーホール
　　　　平成24年春の褒章伝達式（消防関係）　　H24.6.6（水）　　於　スクワール麹町

会長就任ごあいさつ ………………………………………… （財）日本消防協会　会長　秋本　敏文…… 1
巻頭言　「大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会中間報告書」について
…………………………………………………………… 財団法人　佐賀県消防協会　会長　野中　勉…… 2
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東西南北（福岡県）「安全で安心なまちづくりへの取組み」
………………………………………………………………… 北九州市戸畑消防団　団長　高木　壽則… 16

東西南北（和歌山県）「熊野の再生を願い活動する消防団」
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寄稿のお願い
　皆さまの消防団活動への取り組み、ご意見な
どをもとに、より充実した有意義なものにして
いきたいと考えておりますので、多数のご寄稿
をお待ちしています。
　Ｅメールでも受付しています。

soumu@nissho.or.jp
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加入申込みは消防事務担当へ

問
合
せ
先

●各市町村の消防事務担当係
●都道府県消防協会

　　 （日本消防協会ホームページ）

●㈶日本消防協会　年金共済部
●生活協同組合全日本消防人共済会
〒105-0001  東京都港区虎ノ門 2-9-16
日本消防会館  TEL.(03)3503-1481～5
http://www.nissho.or.jp 6

2012

平成24年6月10日発行　毎月1回10日発行　第65巻第6号

●「消防団の店」現地ルポ

日

　本

　消

　防

第
六
号

財
団
法
人
日
本
消
防
協
会

毎

月

一

回

十

日

発

行

平
成
二
十
四
年
六
月
十
日
発
行

日

　 本

　 消

　 防

第
六
十
五
巻
第
六
号




